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議案第 ５７ 号  

 

周南市市税条例の一部を改正する条例制定について 

 

周南市市税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  平成２９年２月２２日 提出 

 

周南市長  木  村  健 一 郎  

 

周南市市税条例の一部を改正する条例 

周南市市税条例（平成15年周南市条例第55号）の一部を次のように改正する。 

附則第７条の３の２第１項中「平成41年度」を「平成43年度」に、「平成31年」を

「平成33年」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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（参  考）  

周南市市税条例新旧対照表  

現行  改正案  

附  則  附  則  

第７条の３の２  平成 22年度から平成 41年度までの各年度分の

個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税

につき租税特別措置法第 41条又は第 41条の２の２の規定の適

用を受けた場合（居住年が平成 11年から平成 18年まで又は平

成 21年から平成 31年までの各年である場合に限る。）におい

て、前条第１項の規定の適用を受けないときは、法附則第５

条の４の２第６項（同条第９項の規定により読み替えて適用

される場合を含む。）に規定するところにより控除すべき額

を、当該納税義務者の第 34条の３及び第 34条の６の規定を適

用した場合の所得割の額から控除する。  

第７条の３の２  平成 22年度から平成 43年度までの各年度分の

個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税

につき租税特別措置法第 41条又は第 41条の２の２の規定の適

用を受けた場合（居住年が平成 11年から平成 18年まで又は平

成 21年から平成 33年までの各年である場合に限る。）におい

て、前条第１項の規定の適用を受けないときは、法附則第５

条の４の２第６項（同条第９項の規定により読み替えて適用

される場合を含む。）に規定するところにより控除すべき額

を、当該納税義務者の第 34条の３及び第 34条の６の規定を適

用した場合の所得割の額から控除する。  

２・３  （略）  ２・３  （略）  

 


